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平成２４年度
国民健康保険税が決定しました

非自発的失業者にかかる保険税の軽減について

ジェネリック医薬品

　平成２４年度の国民健康保険税（以下、国保税）率等の内訳が、決定しました。

国保税は皆さんの医療費にあてられる大切な財源です。忘れずに納めましょう。

平成２４年度

国民健康保険税の納税通知書を

７月中旬に発送します。

国保だよりの詳細については、同封の
お知らせ文書をご覧ください。

・平成２０年度から、後期高齢者支援金分を全被保険者に負担してい

　ただいています。介護納付金分は、４０歳以上６５歳未満の方がいる

　世帯について、国保税として負担していただいています。

・所得によっては、均等割･平等割額の７割、５割、２割を軽減する制

　度があります。

・非自発的失業者にかかる国保税の軽減に該当しない方で、企業の倒

　産、解雇により所得が皆無になったり、また病気や災害等で国保税

　の納付が困難な場合は、申請により減免されることがあります。

　次に該当する非自発的失業者の国民健康保険税については、失業時の翌日からその翌

年度末までの間、前年所得の給与所得を３０／１００として算定します（基準を満たせ

ば７・５・２割軽減が適用されます)。高額療養費等の所得区分の判定についても、

同様に対応します。

　・雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇等の事業主の都合により離職した方）

　・雇用保険の特定理由離職者（雇用期間満了などにより離職した方)

【手続きに必要なもの】

　雇用保険受給資格者証・納税義務者（世帯主）の方の認印
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 ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新

薬（先発医薬品）の特許がきれた後に販売され

る医薬品で、新薬と同等の有効成分、効能・効

果を持っています。平成２３年８月から、ジェ

ネリック医薬品に移行することによ

り自己負担額が軽減される方につ

いては、ジェネリック医薬品普

及促進差額通知書を送付させ

ていただきます。なお、差額

通知書の送付を希望しない方は、

ご連絡をお願いします。

区　分
国保税

説　　　　明

平成２３年中の所得金額－基礎控除(３３万円)

平成２４年度の固定資産税額に対する

被保険者１人につき

１世帯につき

１世帯につき

所得割

資産割

均等割

平等割

最高額

基礎分 後期高齢者
支 援 金 分

介　　護
納付金分

６．３％

３４．０％

２１，０００円

１５，０００円

５１万円

２．０％

６．０％

６，０００円

６，０００円

１４万円

２．０％

６．０％

７，０００円

６，０００円

１２万円
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国保加入の皆さんへ

■このページの問い合わせ先　　　市民保険課  保険班　☎５３－３１１５

後期高齢者医療
　　　　　　　　　　　ご加入の皆さんへ
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９
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☆保険料額決定通知書兼納付通知書は７月中旬に発送予定です☆
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